
資料 1-1

アフラ トキシンに係る加工用 口直接消費用の規制値の設定について

1.経 緯

食品中のアフラ トキシンについては、コーデ ックス委員会において、平成 11年

に加工用の落花生、平成 20年に加工用及び直接消費用の本の実 (アーモン ド、ヘ

ーゼルナッツ及びピスタチオ)について、総アフラ トキシン (ア フラ トキシンBl、

B2、 Gi及び G2の合算)の最大基準値が採択されている。

これを受け、食品規格部会において、アフラ トキシン規制のあ り方について検

討を行い、平成 20年 9月 に食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼 し、その結

果を踏まえ、昨年 6月 の食品規格部会において、落花生及び木の実についてはB

Gグループの複合汚染が増加 していること、アフラ トキシンについては輸入品の

汚染が問題であること等に鑑み、コーデ ックス規格に準 じて以下のとお り総アフ

ラ トキシンの成分規格を設定することが検討 された。

1食■品|

総アフラ|,ト キ|シン|

|め基準値|(案,■

落花生、アーモン ド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ

(加 工用す1) 15 De/ke

落花生、アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ

(直接消費用12)
1o uelks

*1:食品の原材料として使用され、若しくは加工され又は人の消費用に提供される前にアフラトキシン

のレベルを低減可能な更なる加工/処理を行うことが意図されている木の実。アフラトキシンのレ
ベルを低減可能な加工とは、殻剥き、湯通し後の色選別、比重及び色 (傷)による選別をいう。

ピスタチオ中のアフラトキシンは焙焼により低減するといういくつかの証拠があるが、他のナッツ

についての情報はない。

*2:アフラトキシンのレベルを低減可能な更なるカロエ/処理を行うことが意図されていない木の実。

ただし、加工用、直接消費用の二段階の規制を行 うに当たつては、加工用 とし

て輸入 された落花生及び木の実が、国内において然るべき加工を経ないで直接消

費用 として販売に供 されることのないようt適切なリスク管理措置を講ずるべき

であるとされた。
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2.検討結果

(1)EUに おける管理体制

コーデックス規格と同様、食品中のアフラトキシンについてカロエ用、直接消

費用の二段階の基準値を設けているEUにおいては、当該規制の実効性を担保

するため、規制当局における監視に関するガイダンス文書 (参考資料4)を作

成しており、この中で以下の事項が記載されている。

・加工用の食品である場合、その旨の表示の義務付け

・アフラトキシンの低減処理が可能な加工施設の指定 (EU域内施設のリス ト)

・加工用の食品を取扱 う食品事業者におけるアフラトキシン低減の責務
。規制当局における監視 (書類審査、分析検査等)

(2)我が国における現状
上方、我が国における現状について、落花生及び木の実の輸入・加工に関連

する国内業界団体より聴取したところ、以下の事情が明らかとなった。

・アフラトキシンの低減を目的とした処理を行う加工施設は現時′点では国内に

存在しない

。加ェ用として輸入された落花生及び木の実について、消費者への販売に供す

る段階では、確実に直接消費用のレベルまでアフラトキシンが低減されてい

ることを担保するのは困難        .
・仮に加工用の規制値が設定されたとしても、実際には、輸入の段階で直接消

費用の規制値を満たすもののみが国内流通すると想定

3.対応方針

上記を踏まえると、アフラトキシン管理のための規制値は、加工用、直接消費

用の別を問わず、一本化することが望ましいと考えられる。なお、この場合の規

制値は、コーデックス規格で直接消費用の本の実に設定されている「総アフラト

キシン 10 1g/kg」 とすることが適当である。
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資料 1-2

食品中のアフラ トキシンに係 る規制について (案) .

1.経 緯

我が国においては、昭和 46年、食品衛生調査会等の意見に基づき、アフラ

トキシンが検出された食品は食品衛生法第 4条第 2号 (現第 6条第 2号 :有

害な又は有毒な物質を含む食品の販売等の禁止)に違反するものとして取り

扱 う旨通知され D、 以降、当該通知に基づき、アフラトキシンBlを指標とし

10 pg/kgを規制値として管理を行ってきているも

一方、国際的には、コーデジクス委員会において、個別食品、特にアフラ

トキシンBiに加えてアフラトキシンGグループ (ア フラトキシンGl又はG2)

の汚染も少なくない落花生及び木の実について、総アフラトキシン (ア フラ

トキシンBl、 B2ヽ Gl及びG2の合算)に係る規格設定の動きがあり、これを

受け、我が国においても平成 16年度から厚生労働科学研究費等により食品中

のアフラトキシンの汚染実態等について調査研究が行われてきた。

これらの状況を踏まえて、平成 20年 3月 及び 7月 t当部会において食品申

のアフラトキシンに係る規制について審議した結果、コーデシクス規格と同

様に落花生及び木の実について総アフラトキシンとして規制することを検討

するとの結論が得られたことから、同年 9月 、厚生労働省から食品安全委員

会に対し食品中子の総アフラトキシンに係る食品健康影響評価を依頼し (食品

安全基本法第 24条第 1項 )、 平成 21年 3月 、その評価の結果が通知された。

これを受けて、同月、厚生労働省から薬事・食品衛生審議会に対し、食品中

のアフラトキシンに係る成分規格設定について諮問がなされた。

2.ア フラ トキシンの概要

アフラトキシンは、おρ〕rgi〃Z/s″ a/1/s、 И.parasゴ ιゴθ″s、 /.″のゴ″等が産

生するかび毒であり、И.″a yυsはアフラ トキシンBl及 び B2を 、И。

ρaFaSゴ だθお及びИ.″の」iysはアフラトキシンBl、 B2ヽ Gl及びG2を産生する。

アフラトキンンは、遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であること

が知られており、1997年の」ECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)での

評価において(耐容摂取量は示されず、「摂取は合理的に達成可能な値にまで

低減されるべき」とコメントされている。

アフラトキシンの発がん性について、食品安全委員会の食品健康影響評価

は、以下のとおりまとめられている。
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/ノ /~ハ キシンβゴi繊■)Э遺伝 効 拡 ついてノま、力 /」レ θ及 洗 ″ Ji"

どうだ広範 な試験力`実施 され α り 、そのほとん どにおいて場″の若果が

得 られ てク`多。

難がん″だついては、ぼとん 歩 殖 杉 種 ,こおクヽで肝臓力ゞ標的器 序であ ク、

肝細胞癌ガ最 る多 傷 勤 夕 ″ br中路,

スにおゲろ疫義ガ査のだとん″ おクヽて〃引漏″と″剃庖″との幅鴨が

指摘されつ るヽ。これらの調査は /ノラハキシンの暴露量力ゞ多ぐ、″ヽつ、

″/の罹患率カミ万クヽ地域 で実施されておク、″吻 砕 ″ノヌク層子であるこ

とわミ示唆 されてクヽろ。

駆 ■以外の/ノ /~ハ キシンだついては、/ノラハキシンθ′で,ま遺伝庁

“灰θ労″ゞん性力ゞ認められた。/フラハキシンB′及びθ′″″ナろデータ′ま限

られてクヽろ。

″κ で″、′然界で生じる/ノ /~ハ キシン混今物′まとハ′こガして発力湯

性力場 ろ物質 、グル∵プゴノと分類 していろ。

3.我が国における食品からのアフラ トキシンの暴露状況

(1)汚染実態

平成 16～ 18年度の厚生労働科学研究による調査によれば、我が国に流通

する食品中の総アフラ トキシンの汚染実態は次頁の表のとお りであつた。

アフラ トキシンが検出されたのは、落花生、チ ョコレァ ト、ピスタチオ、

はとむぎtそ ば粉、香辛料、ココア、ピーナシツバター、アーモンド及び

コーングリッツであり (いずれも輸入品)、
1ごま油、米、ポップコーン、豆

菓子、コマンフレーク、生 トウモロコシtスイー トコーシ、そば麺、せん

べい、ビール、乾燥イチジク及び落花生粉については検出されたものはな

かった。

① 検出した食品のうち、落花生及びはとむぎのそれぞれ一試料で総アフ

ラトキシンが 28.0り g/kg、 9.71 μg/kg検 出されたが、こ、の二試料以外

は、概ねその濃度は低レベルであつた。

② ピスタチオtそば粉及びコーングリッツでは、Bグループ (ア フラト

キシンBl又はB2のみが検出されるもの)汚染のみと考えられたが、      _
落花生、チョコレニ ト、はとむぎ、香辛料、ココア、ピーナッツバタ
ニ及びア‐モンドでは、BGグルニプ (Bグループに加えてアフラト

キシンGl又はG2が検出されるもの)汚染が見られた。

③ 落花生は、検出されたのは 1検体のみであらたが、Bグループよりも

Gグループの汚染濃度のほうが高かつた。
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<平成 16～ 18年度 国内流通食品のアフラ トキシンの汚染実態調査結果>

品 名

試料数
汚染
件数

検出検体の平均汚染濃度 (範囲)(μ g/kg)・

Ｈ‐６戦
H17
年度

H18
年度

合計 アフラトキシンBl アフラトキシンB2 アフラトキシンGl アフラトキシンG2 幣念アフラトキシン

落花生 1 4.88 0.31 20.9 1.90 28.0

チョコレート Mト
カコレ■を含D / 0.27

(0 1～ 0.88)

0.13
(0.1～ 0.18)

0.13

(0.1～ 0.33)

0.1
(0.1)

0.33
(0.1～ 0.21)

ヒ
゜
スタチオ / / 5 5 1 0.38 0.38

はとむぎ / / 2.45
(0 29～ 9.0)

0.38
(0 1～ 0.58)

0.16
(0.1～ 0.30)

2.77
(0.31～9.71)

そば粉 6
0.53

(0.24～ 0.81)

0.17
(0.173)

0.61
(0.238～ 0.987

香幸料 / / 5
0.36

(0.1～ 1.0)

0.2
(0.2)

0.44
(0.1～ 1.0)

ココア / / 0.33
(0.17～ 0.60)

0.13
(0.1～ 0.15)

0.11

(0.1～ 0.11)

0.40
(0.17～0.85)

ヒ―゚ナッツハ
゛
ター

0.86
(0.1-2.59)

0.25
(0.1～ 0.52)

0.37
(0.1～ 0.81)

0.2
(0.12～0.46)

1.18
(0.1～ 3.92)

アーモント
゛
(蝶

胸 / / 6
0.37

(0.1～ 0.89)

0.14
(0.1～ 0.17)

0.1
(0.1～ 0.12)

0.43
(0.1～ 1.06)

コーンク
゛
リッツ 2 0.21

ごま油 0

米 0

ホ
・

ッフ
・コーン 0

豆菓子 / 30 0

コーンフレニク 0

」三トウモロコシ / / 0

スイートコーン
ネ2 0

そば麺 0

せんべい / / 0

ヒ
゛
―ル / / 0

乾燥イチシ
゛
ク / / 0

落花生粉 / / 0

*1:定量限界 0.l μg/kg(ビ ールのみ 0.005 μg/kg)

*2:缶詰、冷凍食品等の加工品
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(2)暴露量推計

上記の汚染実態調査結果に基づき、アフラトキシンが含有されると思わ

れる 11種の食品 (落花生、ピニナッツバター、チョコレー ト、ココア、ピ

スタチオ、自こしよう、レッドペッパー、アーモンド、はとむぎ、そば粉

及びそば麺)を対象として、

① ア7ラ トキシンBi

② アフラトキシンBl

③ アフラトキシンBl

④ アフラトキシン31

10 ug/kg

4 ug/kg及 び総アフフトキシン :8早g/kg

lo口g/kg及び総アフラトキシン :15 ug/kg

10 ug/kg及び総アフラトキシン :20 μg/kg

の 4通 りの規制値を設定するシナ リオを想定してモンテカルロ・シミュレ

ーションによる暴露量の推計を行つた結果、アフラ トキシンBlの一 日推定

暴露量の分布は以下のとお りであつた。

<平成 16～ 18年度汚染実態調査に基づくアフラトキシンBlの一日推定暴露量の分布>

*仮定A:検出下限未満の検体について、検出下限値である0.l μg/kgと仮定

仮定B:検出下限未満の検体について、検出下限値の 0.1口g/kgと O ug/kgの 間の一様分布と仮定

日本人のアフラ トキシンBlの暴零量は、99。 9パ∵センタイル値で、現行

規制の 「アフラ トキシンBl 10 pg/kg」 とした場合で 2.06 ng/kg体 重/日 で

あり、もつとも厳 しい規制を仮定 した 「アフラ トキシンB14 ug/kg、 総アフ

ラ トキシン 8 μg/kg」 とした場合でも 1.88 ng/kg体重/日 であつた。
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シナ リオ シナリオ① シナリオ② シナリオ③ シナリオ④

下限値以下の仮定
Ⅲ

仮定A 仮定B 仮定A 仮定 B 仮定A 仮定B 仮定A 仮定B

10ハ ーセンタイル 0 0 0 0 0 0 0 0

50ハ ―゚センタイル 0 0 0 0 0 0 0 0

80ハ ―゚センタイル 0 0 0 0 0 0 0 0

90ハ :―
tンタイル 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

95ハ
°―・2ンタイル 0.003 0.004 0.003 0,003 0.003 0.004 0.003 0.004

97.5ハ ―゚センタイル 0.009 0.010 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.010

99.0ハ ―゚センタイル 0.045 0.051 0.041 0.048 0.043 0.049 0.042 0.049

99.5'ヽ
°―センタイル 0.305 . 0.307 0.259 .0.261 0.283 0.285 0.285 0.286

99.9′ )°
―センタイル 2.063 2.063 1.881 1.880 1.956 1.956 1.895 1.958

(崎自小L:ng/kg/day)



4.食品健康影響評価

食品安全委員会の食品健康影響評価は、以下のとおりまとめられている。

発″湯 ノヌクについて′ま、スD疫学調査 D結果から、た 劃 セ あたクゴ″ノ

′D 登ヽ α勧繁 劾 ψ И″/1こ経″漏″ ιた″Э肝臓癌が生 じるノヌクと

ι ζ ttsAg易性者 で″αθスカθ万ル年 確 産の範囲 α″～α」スβθ

万ス//ηり、選sAg陰性者 でな aθり ′
"秋

/脅イ不確実″の範囲 αθ″～a"
スカθ万人′哺 となつた。 (中略)

″%乍 フ θθδケ 見を銘″ 汚染実態調査結果から/ノ /~ハ キシンが含

存されると′酵 力 ろ ゴゴ脇′を対象″確率論的ヂ″澄黒いて暴露量の准定を

″った結果 で″、И′Bノ |こ対 ιてゴ骸 g/kgを検出限界として規制をしている

現状これ でヽ″、И′Bゴ でイズ″ノθ〃g/kg及 びな/ノノハキシンで&ゴ」ズ

″″〃g/kg α 畔 額 を設定 したとしても、ガBI一β推定暴露量観 せ んど

愛わ らなかつた。まつく 落死4及び木嫉 ケ ーモンハ ヘーゼルオィン、

どンタテオヽ だついて、な/ノ /~ハ キシンの動 窪イ を設定規 定 とによる

食謡からの漏〃重|こ大きな影響′まなく、″々な条〃を前提とι石移詔そ 含

んでいる推計 α あ る″S｀、現状の 働 湯 ノヌク他磁ゴす影響 もぼどんどなクヽ

るのと推察″ ″ 。 ι″ヽ %ブ ら、アフジハキシン
=ま
遺伝毒性バ関与九 2

判断され夕勧 協 物質α り 、食品″ヽらの絵/ノ /~ハ キシンの長取″合理的

″達成 T能な範囲で出来ろ顔「クないレベ,レ″ナろべまである。み各調勧替

の若案、βGグループのこ染率が近年高くなる傾向力ゞ見られてクヽることを考

着 %と 、藩花生及 の 0実tこついて、発″ギんノヌクルび寿″呼能性を踏ま

ふ膨 確 務 /ノ /~ハ キシンの基準値を設定ナろ必要力場 ろ。なお、/ノラハ

キシンクま′然汚染 α ン 、3θ比率″ゞ―c~ιないとテなされること″〕ら、な

‐ /ノラハキシンとИ」明 の両者につクヽて規制多 彩 こと″ミ望ましクゝ

また、食品″ヽらのなアフ/~ハ キシンの摂取を合理的″達成可能な範囲 で″

来る限 クない″シ夜 ナるために、わ 物 扱 び木の実以外の主要な食品だつ

いてう、あわ朝扱 θ動 な基準認店の動″争を踏まえ、た/ノ /~ハ キシ

ン勿彩 窪 子 の鍵諮を ついて検討を″夕こと″理替 ιいと考える。
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5.諸外国等における規制状況等

諸外国等における最大基準値等は以下のとおりである。なお、乳及び乳製

品等のアフラトキシンMlに係る最大基準値等は省略した。

(1)コ ー デ ックス委員会 (CODEX STAN 193-1995,い_3…2007)

食 品
総アフラ トキシンの

最大基準値 (μ g/kg)

落花生 (加工用原料 ) 15

アーモン ド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ (カロエ用原料 の
) 15

アーモン ド、ヘーゼルナ ッツ、ビスタチオ (直接消費用 め
) 10

(2)米国 (Compliancc Policy Guides)

食  品
総アフラ トキシンの

規制値 (pg/kg)

すべての食品 20

ブラジルナッツ 20

落花生及び力日工品 20

ピスタチオ 20

(3)オース トラリア (Food Standards Code 1 4 1)

食 品
総 アフラ トキシンの

最大基準値 (μ g/kg)

落花生 15

木の実 15

"食品の原材料として使用され、若しくは加工され又は人の消費用に提供される前にアフラトキシンの

レベルを低減可能な更なる加工/処理を行 うことが意図されている木の実。アフラトキシンのレベル

を低減可能な加工とは、殻剥き、湯通し後の色選別、比重及び色 (傷)に よる選別をいう。ビスタチ

オ中のアフラトキシンは焙焼により低減する́といういくつかの証拠があるが、他のナシツについての

情報はない。
3)ァ フラトキシンのレベルを低減可能な更なる加工/処理を行うことが意図されていない本の実。
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(4) BU (COmflSSTON REGULATION(EC) No 165/2010)

食 品
最大基準値 (pg/kg)

アフラトキシンBl 鶏念アフラトキシン

1.落花生及びその他のオイルシードで、人が直接食べる

又は食品の原材料として用いられる前に選別やその他

の物理的処理が行われるもの (精製植物油の製造用に粉

砕されるものを除く)

8.0 15.0

2.アーモンド、ビスタチオ及びアプリコット種子で、人

が直接食べる又は食品の原材料 として用いられる前に

選別やその他の物理的処理が行われるもの

12.0 15.0

3.ヘーゼルナッツ及びブラジルナッツで、人が直接食ベ

る又は食品の原材料 として用いられる前に選別やその

他の物理的処理が行われるもの

8.0 15.0

4.2及び3以外の本の実で、人が直接食べる又は食品の原

材料 として用いられる前に選別やその他の物理的処理

が行われるもの

5.0 10.0

5.落花生、その他のオイルシー ド及びそれらの加工品

で、人が直接食べるもの又は食品の原材料として用いら

れるもの (精製することが予定されている粗製植物油及

び精製植物油を除く)

2.0 4.0

6.アーモンド、ピスタチオ及びアプリコット種子で、人

が直接食べるもの又は食品の原材料 として用いられる

もの                   .
8.0 10.0

7.ベーゼルナッツ及びブラジルナッツで、人が直接食ベ

るもの又は食品の原材料として用いられるもの
5.0 10.0

8.6及び7以外の木の実で、人が直接食べるもの又は食品

の原材料として用いられるもの
2.0 4.0

9.乾燥果実で、人が直接食べる又は食品の原材料として

用いられる前に、選別やその他の物理的処理が行われる

もの

5:0 10.0

10.乾燥果実及びそれらの加工品で、人が直接食べるも

の又は食品の原材料として用いられるもの     、
2.0 4.0

11.穀類及びそれらの加工品 (穀類の加工品を含む製品

を含む)(12、 14及び15の食品を除く)

2.0 4.0
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12.ト ウモロコシで、人が直接食べる又は食品の原材料

として用いられる前に、選別やその他の物理的処理が行

われるもの

5.0 10.0

13。 以下のスパイス類

唐辛子類 (乾燥 したものであって、チリ、粉唐辛子、

カイエン及びパプリカを含む)

コショウ類 (白 及び黒コシゴウを含む)

ナツメグ

ショウガ

ターメリック

上記スパイスを一種類以上含む混合スパイス

5.0 10.0

14.穀類を原材料とする食品及び乳幼児用ベビーフー ド 0.10

15.平L幼児向け特殊医療目的の栄養食品 0.10

.我が国におけるアフラ トキシンに係る規制のあり方

(1)規制の方向性

・3.(2)に示 した厚生労働科学研究における暴露量推計によると、すべ

ての食品についてアフラ トキシンBlを指標 とし10 pg/kgを規制値 として管

理 している現行の規制は、アフラ トキシンBl及び総アフラ トキシンをより

ヽ低い レベルで管理することとした場合 と比較 しても、総アフラ トキシンの

暴露量に顕著な差異は認められず、発がん リスクの違いもほとんどないも

のと考えられた。これは我が国に流通する食品において、規制値を超 えて

アフラ トキシンBlを含有するものの害J合が少ないためと考えられ、すなわ

ち、現行の規制が有効に機能 していることを強 く支持 しているものと考え

られるし

しか しながら、食品安全委員会の食品健康影響評価によると、「/ノ /~ハ

キシンケま遺伝毒性″`関与 ナると半り断 され 駒 鬱 湯 物質 し ン 、食品″ヽ らの

だ /ノ /~ハ キシンの長取 ″合理的 ′二彦 可能な範囲 で在 %ノ クないレベ

ル″ナろべまである。」 とされている。また、これまでの調査研究の結果を

みても、我が国で流通する食品について、             、

① BGグループの複合汚染が見られる食品があること

② 落花生においてBグループよりもGグループの汚染濃度のほうが高い

場合があること
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に加えて、アフラトキシンについては輸入品の汚染が問題であること等に

鑑み、コーデックス規格と同様に総アフラトキシンで管理することは、ア

フラトキシンによる健康被害を未然に防止する上で妥当であると考えられ

る。

(2)ア フラトキシン管理のための規制値

コーデックス規格は5.に示すとおり、落花生については加工用の、ま

た、木の実 (アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオ)については加

工用と直接消費用の二段階の最大基準値を設定している。また、EUにおい

ては、落花生、木の実、乾燥果実について、加工用と直接消費用の二段階

の最大基準値を設定している。

一方でt米国、オーストラリアでは、そのような二段階の規制ではなく、

一律の規制値を設定している。

このょぅな国際動向を踏まえ、我が国でのアフラトキシン管理のための

規制値について検討した結果、加工用及び直接消費用の二段階の規制とす

る場合は、加工用として輸入されたものが、国内において然るべき加工を

経ないで直接消費用として販売に供されることのないよう、適切なリスク

管理が講じられるべきであるとして、その実効性を担保する必要があると

考えられた。

そこで、EUの実態につぃて確認したところ、二段階の規制の実効性を担

.保するため、規制当局における監視に関するガイダンス文書 のを作成して

おり、以下の事項を規定して厳格に運用されていることがわかったし

・加工用の食品である場合、その旨の表示の義務付け

・アフラトキシン低減処理が可能な加工施設の指定 (EU域内施設のリス ト)

。加工用の食品を取扱う食品事業者におけるアフラトキシン低減の責務

・規制当局における監視 (書類審査、分析検査等)

一方、我が国における加工の実態については、関係業界からの情報によ

れば、国内にはアフラトキシン低減を目的とした加工施設は現時点では存

在せず、アフラトキシン低減加工を行 うことは現実的に困難であるとされ

ている:

こうした現状を踏まえると、アフラトキシン管理のための規制値は、加

工用、直接消費用の別を問わず、一本化することが望ましいと考えられる。

なお、この場合の規制値は、コーデックス規格で直接消費用の本の実に設

定されている「総アフラトキシン 10 Fg/kg」 とすることが適当である。

a) Guidance Document for CompetentAuthorities for the Control of Compliance with EU Legislation onAllatoxins
httD://ec.europa.eu/tbodi/food/chemicalsafetl'/contaminantVs,uidance-22-03-2010.pdf
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(3)食品衛生法第 6条第 2号に基づ く規制の整備

(1)に記載 したとお りt現行の食品衛生法第 6条第 2号に基づ くアフラ

トキシンの規制は十分に有効 と考えられ、引き続き、これにより管理を行

うことが適当と考えられるが、落花生及び木の実 (アーモン ド(へ~ゼル

ナッツ及びピスタチオ)については、国際動向及び汚染実態等に鑑み、こ

れまでのアフラ トキシンBlを指標 とした規制から総アフラ トキシンを指標

とした規制に移行することが適当である。

また、落花生及び本の実以外の食品についても、引き続き、BGグルー

プの複合汚染の動向を把握するとともに、総アフラ トキシンを指標 とした

分析法の整備を進めていくべきである。
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